
資料３－２ 

中東諸国でのラクダとの接触に関する注意喚起について 

 

○ 中東呼吸器症候群（MERS）については、平成 26 年７月 26 日から中東の７ヶ国（アラ

ブ首長国連邦、イエメン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、ヨル

ダン）を流行国とし、検疫を実施している。 

○ 検疫所においては、入国者に対してサーモグラフィーによる体温測定を行うととも

に、検疫官の呼びかけ等によって中東諸国でラクダと接触した場合には申告を求め、

問診、健康相談等を行っている。 

また、中東諸国からの直行便を運航している航空会社においても、中東諸国でラクダ

に接触した場合などは検疫官への自己申告を促す機内アナウンスを実施している。 

○ 中東諸国への渡航者に対しては、検疫所において、中東呼吸器症候群（MERS）の予防

対策としてラクダなど動物との不要な接触を避けるよう注意を呼びかけている。また、

関係省庁の協力を得て、旅行関係業会に対しても中東呼吸器症候群（MERS）に関する

情報提供や予防対策について旅行者への注意喚起をお願いしている。 

 （リーフレット） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考） 

中東諸国でのラクダとの接触歴に関する検疫所への申告件数（平成 26 年７月以降） 

151 件（うち、本年８月：31 件、９月（15 日まで）：59 件） 


